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入
り
捜
索
し
ま
す
。
こ
の
捜
索
に

は
滞
納
者
の
同
意
や
裁
判
所
の
令

状
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、

滞
納
者
が
不
在
の
と
き
は
、
専
門

の
業
者
に
依
頼
し
て
鍵
を
開
錠
し

た
上
で
捜
索
し
ま
す
。
発
見
し
た

財
産
に
は
差
し
押
さ
え
を
実
施
し

ま
す
。

　
④
差
し
押
さ
え
た
財
産
を
現
金
化

　　

預
貯
金
や
生
命
保
険
な
ど
が
あ

る
場
合
は
、
銀
行
や
生
命
保
険
会

社
に
対
し
て
取
り
立
て
を
実
施
し

ま
す
。
動
産
等
に
つ
い
て
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
な
ど
を
積
極

的
に
活
用
し
、
売
却
代
金
を
滞
納

市
税
に
充
て
ま
す
。

　
⑤
延
滞
金

　　

納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
た
方

と
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
、
納
期

限
を
過
ぎ
た
納
付
の
場
合
に
は
、

延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　
納
税
に
困
っ
た
ら
す
ぐ
に
相
談
を

　　

税
金
の
納
付
に
つ
い
て
の
ご
相

談
を
窓
口
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

や
む
を
得
な
い
事
情
で
納
期
内
の

納
付
が
困
難
な
方
は
、
随
時
納
税

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、

納
期
限
が
過
ぎ
る
前
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

税
務
課
収
税
対
策
担

当（
市
役
所
内
線
2
4
1
･
3
8
9
）

　
忘
れ
ず
安
心
、
便
利
な
口
座
振
替

　　

申
し
込
み
は
、
取
引
の
あ
る
金

融
機
関
の
窓
口
か
市
税
務
課
に
預

金
通
帳
、
届
出
印
、
納
税
通
知
書

等
を
持
参
の
う
え
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。
一
度
お
申
し
込
み
を
い

た
だ
く
と
翌
年
度
以
降
も
継
続
さ

れ
ま
す
。

◎
口
座
振
替
が
で
き
る
金
融
機
関

　

三
井
住
友
銀
行
・
但
馬
銀
行
・

み
な
と
銀
行
・
播
州
信
用
金
庫
・

中
兵
庫
信
用
金
庫
・
兵
庫
県
信
用

組
合
・
近
畿
労
働
金
庫
・
み
の
り

農
業
協
同
組
合
の
各
本
支
店
・
全

国
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

　
コ
ン
ビ
ニ
納
付
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　　

平
成
27
年
4
月
か
ら
、
全
国
の

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
市
税

の
納
付
が
で
き
ま
す
（
金
融
機
関

の
窓
口
で
も
納
付
で
き
ま
す
）。

　
県
民
緑
税
の
実
施
期
間
を
延
長

　　

兵
庫
県
で
は
、
豊
か
な
「
緑
」

を
県
民
全
体
で
支
え
、
次
の
世
代

に
引
き
継
ぐ
た
め
、
県
民
緑
税
を

平
成
32
年
度
ま
で
5
年
間
延
長
し

ま
す
。
▽
税
率
：
個
人
8
0
0
円
、

法
人
2
，0
0
0
円
〜
8
0
，0
0
0

円
（
年
額
）
▽
活
用
事
業
：
災
害

に
強
い
森
づ
く
り
、
県
民
ま
ち
な

み
緑
化
事
業

▼
問
合
せ　

兵
庫
県
税
務
課

　
（
☎
0
7
8‐3
6
2‐3
0
8
6
）

　

市
で
は
今
年
度
も
兵
庫
県
か
ら

「
個
人
住
民
税
等
整
理
回
収
チ
ー

ム
」
の
派
遣
を
受
け
、
滞
納
整
理

の
強
化
と
職
員
の
滞
納
整
理
技
術

の
向
上
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

不
誠
実
な
滞
納
者
に
対
し
て
は

次
の
と
お
り
滞
納
処
分
を
実
施
し
、

税
収
の
確
保
に
取
り
組
ん
で
い
き

ま
す
。

　
①
財
産
調
査
を
行
い
ま
す

　　

納
期
限
ま
で
に
市
税
の
納
入
が

な
い
場
合
は
、
督
促
状
を
送
っ
て

市
税
の
納
付
を
促
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
相
談
や
納
付
が
な
い

場
合
は
、
滞
納
者
の
財
産
調
査
を

行
い
ま
す
。
法
律
に
基
づ
き
、
滞

納
者
の
事
前
了
承
な
し
で
調
査
し

ま
す
。

　
②
差
し
押
さ
え

　　

差
し
押
さ
え
を
す
る
財
産
の
対

象
は
、
不
動
産
・
預
貯
金
・
給

与
・
年
金
・
生
命
保
険
・
売
掛
金
・

自
動
車
な
ど
。
法
律
に
基
づ
き
、

事
前
了
承
な
し
で
処
分
し
ま
す
。

　
③
捜
索

　　

財
産
を
発
見
で
き
な
い
と
き
は
、

市
職
員
が
滞
納
者
宅
な
ど
に
立
ち

　

西
脇
市
で
は
、
税
の
公
平
・
公
正
を
確
保
す
る
た
め
、
12
月
を
「
税
の
徴
収
強
化
月

間
」
と
し
て
、
兵
庫
県
と
共
に
市
税
の
納
付
推
進
を
強
化
し
て
い
ま
す
。
市
税
は
住
み
良

い
ま
ち
を
つ
く
る
た
め
の
貴
重
な
財
源
で
す
。
市
税
の
納
め
忘
れ
が
な
い
か
、
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

　

市
税
の
納
期
限
は
、
納
税
通
知
等
で
お
知

ら
せ
し
て
い
ま
す
。

　

金
融
機
関
や
勤
務
先
な
ど
で
財
産
調
査
を

行
い
ま
す
。

　

差
し
押
さ
え
た
財
産
を
売
却
し
、
滞
納
市

税
に
充
当
し
ま
す
。

　

催
告
書
で
納
税
の
お
願
い
を
し
ま
す
。
予

告
な
し
で
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

　

滞
納
者
の
財
産
を
差
し
押
さ
え
ま
す
。

（
不
動
産
・
預
貯
金
・
給
与
・
年
金
・
生
命

保
険
・
売
掛
金
・
自
動
車
な
ど
が
対
象
）

　

納
期
限
後
20
日
経
過
し
て
も
納
付
が
な
い

場
合
、
督
促
状
を
発
送
し
ま
す
。
さ
ら
に
10

日
経
過
す
る
と
、
滞
納
処
分
の
対
象
に
な
り

ま
す
。①給与支払報告書の提出

　（～1/31）

②特別徴収税額の通知

　（～5/31）

⑤税の納入

　（翌月10日まで）

③特別徴収税額の通知

　（～5/31）

④税の徴収

　（6月～翌年5月の給与支払時）

　個人住民税の特別徴収制度とは、給与
支払者が、所得税の源泉徴収と同様に毎
月従業員に支払う給与から住民税（市民
税・県民税）を徴収し、納税していただ
く制度です。この制度は、地方税法や市
の条例で原則として所得税の源泉徴収を
するすべての給与支払者に義務付けられ
ており、現在、県および県下の全市町が
推進に取り組んでいます。
　給与所得者にとっては納め忘れがなく、
普通徴収と比べて１回あたりの金額が少
なくなります。また、事業主にとっては
税額計算や年末調整の必要がありません。
◆問合せ　税務課（市役所内線242・
243）

自動車をタイヤロック

平成26年度滞納処分件数
不動産
預貯金
国保還付金
生命保険等

14件
69件
 33件
35件


